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令和 7 年度国勢調査審査の手引き 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

北区地域振興課統計調査係 
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まえがき 

 
この度は、国勢調査の指導員をお引き受けいただき、誠にありがとうございます。 
 
国勢調査は、統計法に基づき、わが国に住んでいるすべての人および世帯を対象に実施
する最も重要かつ大規模な統計調査です。 
 
指導員審査では調査員から提出された書類の記載事項に不備がないか、世帯からの回答
状況がどうなっているか等をご確認いただき、訂正・補記を行います。 
 
お忙しいところ恐縮ですが、この『審査の手引き』をご覧いただき審査業務を行ってい
ただきますようお願いいたします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

・各書類の作成・修正は黒の鉛筆またはシャープペンシルで行ってください。 
・審査作業中、「修正」を行う場合は消しゴムで消してください。 

ただし、二重線での修正指示がある場合は消しゴムでの修正は行わないでください。 
・兼業で本業務を行っている場合、審査業務は原則勤務時間外に行ってください。 
・調査書類は個人情報となりますので、取り扱いには十分に注意ください。 
 
・審査期間は令和７年１０月２７日（月）〜１１月２８日（金）となります。 

平日は 9：00〜21：00 まで、土日祝日は 9：00〜17：00 です。 

審査の注意点 
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主な業務の流れ 
 
１ 調査書類の確認・修正…P4 

調査員から回収した書類一式の内容を確認します。 
調査区要図（白黒手書き地図）と調査世帯一覧に付番された世帯番号に過不足がな
いか確認し、足りない場合は補記します。 
各書類のみかた…P5 
単位区（調査区）仕切りシートの記入…P12 
 
 

２ 回答状況の確認…P13 
インターネット、もしくは郵送にて回答のあった世帯の回答内容と、調査員が記載
した調査世帯一覧が一致しているか確認します。インターネットによる回答は回答
状況確認表、郵送での回答は調査票をそれぞれ参照し、調査世帯一覧と突合します。 
インターネット回答の照合…P13 
紙の調査票の照合…P15 
 
 

３ 回答のない世帯の審査…P20 
調査員が調査票を渡した世帯の中で、回答のない世帯については行政情報を用いて
調査票の補記を行います。北区は住民基本台帳データの一部を用います。必要に応
じ調査票の作成も行います。 
閲覧台帳（住民基本台帳データ）のみかた…P20 
調査票の補記・作成…P21 
 
 

４ 集計…P24 
調査世帯一覧に、調査票、調査世帯の数等を集計します。 
単位区（調査区）仕切りシートにも調査票枚数を集計し記載します。 

 
 
 



1 調査書類の確認・修正 
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１ 調査書類の確認・修正                                             
調査書類収納ファイル格納棚から、審査する調査区の番号のある調査書類収納ファイル
を回収後、中身を確認してください。 
【注意】追加配送や誤配の調査票があった場合は、職員が封筒を調査書類収納ファイル

に追加します。追加した場合は封筒に日付を記載しています。 
 
（内容物） 

ア『担当区域表』（カラー地図） 
イ『調査区要図』（手書き白黒地図） 
ウ『調査世帯一覧』（手書き名簿） 
エ『回答調査票』（郵送、回収分） 
オ『回答状況確認表』（ネット回答） 
カ『単位区（調査区）仕切りシート』 
キ 書き損じ書類（「元」と書かれたもの） 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ウ～キ 単位区ごとの書類 
ア 担当区域表 イ 調査区要図 

(下書き・清書) 
ウ～キ 次の単位区の書類 
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8

調査区番号 （単位区の番号）

2～1 11

各書類のみかた 
ア 担当区域表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
調査区 調査員が調査票を配布する調査地域 
単位区 調査票集計時の集計区域（集計単位）※単位区がある調査区は、北区は 2 割程度です。 

 

 
 
 
 

主番号 調査区を表す最大４桁の番号です。 

後置番号 通常「1」となります。※「1」以外のものには病院や自衛隊駐屯地等があります。 
単位区の番号 1 つの調査区に複数の単位区がある場合、その調査区内で「1」から始まる連番で付番

されています。1 つの調査区に複数の単位区がない場合は表示されません。 

主番号 後置番号 単位区の番号 
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イ 調査区要図 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
② 

③ 

④ 

⑤ 

⑥ 

⑦ 

⑧ 
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●調査区要図の説明 
① 調査区の境界は「―●―●―」、単位区が複数ある場合の単位区の境界は「―〇―〇

―」で示し、余白に調査区番号が記載されています。 
② 調査対象世帯が居住している建物枠内に、単位区ごとに「1」から始まる世帯番号が

連番で記入されています。（図では単位区が２つあるので、世帯番号「1」も 2 軒あ
ります。） 

③ 世帯番号は順不同です。後から世帯の居住が判明する場合等もあるので、飛び飛び
になる可能性もあります。2 世帯同居などの一つの建物内、部屋内に複数の世帯が
ある場合、世帯番号を「・」で区切って記入しています。 

④ 共同住宅の場合、建物枠内に建物名を記入し、引き出し図で階数、部屋数を示します。 
⑤ 「調査区要図」の建物情報は 1 年前の情報のため、現状と異なる場合があります。

建物が存在しない場合は斜線など、訂正がされています。新しい建物があった場合
には手書きで記入されています。 

⑥ 空き家・空室には「×」を記入します。世帯番号を付けた後に空き家だと判明した
場合は、世帯番号の上から「×」を記入します。 

⑦ 居住者のいない事業所や商店には番号を記載せず、会社名などを記載しています。 
⑧ 調査区内に大きなマンション等がある場合は「―●―●―」で境界線がされていま

す。別の調査区となりますので、調査区ごと「×」を記載します。 
 
●調査区要図の審査 
・世帯主名が書かれている場合は消してください。 
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ウ 調査世帯一覧 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 
② 

③ 

④ ⑤ 

⑥ 
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●調査世帯一覧の説明 
① 都道府県名〜市区町村名コードまでは共通となります。 

都道府県名 

東京都 
市町村名 

 
区名 

北区 
市区町村コード 

13117 
② 調査区番号、単位区の番号は『担当区域表』下部（P５参照）と一致しています。 
③ 単位区ごとの『調査世帯一覧』の枚数が記入されています。 
④ 世帯主名など調査員が現地調査をした情報が記入されています。 
  「（1）世帯番号」は『調査区要図』の番号（P6 参照）に対応しています。 
  世帯番号は連番となっています。番号の間の欠番や順番の入れ替わりがある場合は

修正、もしくは書き直しをお願いいたします。 
  「（2）世帯主又は代表者の氏名」については実際に聞き取りした情報のほか、表札

などによりわかる範囲で記入しています。 
⑤ 「（5）調査票枚数」〜「（7）居住状況確認（聞取等）」および「（9）世帯員の数」に 

ついては、現時点では何も記載していません。 
⑥ 「（8）備考」補足情報が記入してあります。（例：世帯番号●番と同居、居住なし、

調査拒否、誤配、世帯番号●の調査票は未配布など）世帯番号を付番した後に居住
者なしと調査員が判断した場合は、例のように（1）世帯番号〜（9）居世帯員の数
まで二重線で抹消し、備考欄に「居住なし」と記入してあります。 

 
調査世帯一覧の審査 
１.すべての世帯番号が調査世帯一覧と調査区要図で一致していることを確認します。 

（片方にしか記載のない世帯番号がある場合はもう片方に追記します。例：要図には
17 までしかないが、調査世帯一覧には 18 まで存在する等。この場合は調査世帯一覧
から住所を確認し、要図上の居住地を確認してください。） 

２.調査区番号、単位区の番号の記載がない場合は追記します。 
３.単位区ごとの「調査世帯一覧」の枚数を確認し修正します。 

【注意】調査区ごとではなく、単位区ごとになります。1 枚の「調査世帯一覧」に記
載できる世帯数は 25 世帯です。 

         例：調査区 18 は、18-1-1 と 18-1-2 があり、それぞれの単位区の世帯数は
18-1-1 が 26 世帯、18-1-2 が 10 世帯の場合…調査区 18 の「調査世帯
一覧」の枚数は 3 枚（P11 参照） 
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４.所在地や建物名に記入漏れや誤りがある場合、担当区域表と調査区要図を参照し修
正します。 

 ※所在地は右上の「単位区の所在地」の続きから記入します。 
マンションなどの場合は、マンション名、部屋番号は「（4）建物の名称」欄に記入し
ます。 

５.備考欄の「世帯番号●番と同居」「居住者なし」「調査拒否」「誤配」「世帯番号●の調
査票は未配布」等の必要と思われる記載は残し、「〇日訪問」「〇〇さんが応対」「態
度が悪い」等の不要と思われる記載は消してください。 

６.同居世帯で「世帯番号●番と同居」の記載がない場合は補記してください。 
７.集合住宅欄は記載不要です。万が一「〇」がしてある場合、裏面を確認してください。

裏面に記載がない場合は〇を削除してください。 
８.裏面は記載不要です。万が一記載がある場合、表面の集合住宅欄に「〇」をしてくだ

さい。「〇」を付記した場合でも記載内容の審査は不要です。 
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『調査区要図』と『調査世帯一覧』の対応関係 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

複数の単位区で 1 つの調査区を構成してい
る場合、単位区ごとに 1 から始まる世帯番
号を付番します。 
また、世帯一覧の用紙も単位区ごとに用紙を
分けて記入します。  
※18-1-1 の単位区は 26 世帯あるので「調査
世帯一覧」が 2 枚あります。 
 

総務 一郎 
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単位区（調査区）仕切りシートの記入 
単位区（調査区）仕切りシートは、単位区数（単位区がなければ調査区数）ごと
に 1 枚封入されています。現時点では印字された部分を除き未記入です。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 調査票の枚数を記入します。 
② 調査員氏名を記入します。 
③ 未開封の封筒の合計数を記入してください。開封後、中の調査票の枚数を記入します。 
④ 調査員が書き直した「元」と書かれた調査票（P17 参照）の枚数を記入します。また、

審査開始時点での白紙の調査票の枚数を記入します。 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

② ④ 

③ 
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2 回答状況の確認                       
世帯からの回答は、「インターネット」「郵送（紙の調査票）」「調査員の直接回収（紙の
調査票）」の 3 つのうちいずれかの方法で行われます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
●インターネット回答の照合 
『回答状況確認表』と『調査世帯一覧』を照合します。 
回答状況確認表には、インターネット回答した世帯については、世帯が回答した世帯主、
所在地等が記載されています。なお、郵送回答については世帯番号のみが登録されてい
ます。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

審査を進めていく過程で複数の書類で世帯主名に矛盾が生じる場合があります。 
（例：調査世帯一覧だと世帯主は A さんだが、回答では B さんが世帯主だった） 
原則、優先順位は次のとおりです。 
1 世帯からの回答（インターネット・紙の調査票） 
2 調査員が記載した内容（調査世帯一覧、要図の記載） 
3 閲覧台帳（住民基本台帳データ）の内容 
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インターネット回答よくあるパターン 
①「世帯番号」「所在地」「世帯主名」がすべて一致している場合 
 ⇒『回答状況確認表』から世帯員数を「（9）世帯員の数」欄に転記し、「（6）回収結

果」の「ネ」を丸囲みします。 
②「世帯番号」「所在地」が一致しているが、『調査世帯一覧』の「世帯主名」が空欄、

もしくは不一致の場合 
 ⇒『回答状況確認表』から世帯主名を「（2）世帯主又は代表者の氏名」欄に転記、修

正し、世帯員数を「（9）世帯員の数」欄に転記し、「（6）回収結果」の「ネ」を丸
囲みします。 

③「世帯番号」「所在地」が不一致の場合 
 ⇒調査員の誤配布が想定されます。『回答状況確認表』に合わせ、『調査世帯一覧』『調

査区要図』の世帯番号を修正してください。必要に応じ、新たに調査世帯一覧の書
き直しを行ってください。 

④『回答状況確認表』の「所在地」に別の調査区や北区以外の住所が記載されている場合 
 ⇒誤配の恐れがあります。統計調査職員にご連絡ください。 
⑤『調査世帯一覧』にない世帯番号の回答があった場合 
 ⇒『調査世帯一覧』の最終行に該当の番号を追記します。 
  ※該当の部屋に別の番号が振られている場合は「・」で区切り、２世帯住居とします。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

調査区要図に存在しない部屋から回答があった場合 
⇒調査員の記入間違いと思われます。 

回答内容や閲覧台帳を参考に、調査世帯一覧、要図を修正してください。 
例：引き出し図では３階建て、303 号室までとなっているが、402 号室からの回答だっ

た場合、他の回答や閲覧台帳を参考に、４階建てに修正し 402 の部屋に該当の世帯
番号を記入する。（401、403 は該当する世帯番号がなければ空き家「×」を記入） 
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紙の調査票回答分 
紙の調査票には郵送回収されたものと、調査員が直接回収したものがあります。 
直接回収分については郵便局を通さないため、「回答状況確認表」の世帯番号の表記が
ありません。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
●紙の調査票の照合 
『調査票』と『調査世帯一覧』を照合します。 
 
 
 
 
 
紙の調査票よくあるパターン 
① 「世帯番号」「世帯主名」がすべて一致し、調査世帯一覧の「所在地」と封筒の住所

に矛盾がない場合 
  ⇒『調査票』から世帯員数を「（9）世帯員の数」欄に転記し、「（6）回収結果」の「〒」

を丸囲みします。 
② 「世帯番号」が一致し、「所在地」と住所に矛盾はないが、『調査世帯一覧』の「世帯

主名」が空欄、もしくは不一致の場合 
  ⇒『調査票』から世帯主名を「（2）世帯主又は代表者の氏名」欄に転記、修正し、世帯

員数を「（9）世帯員の数」欄に転記し、「（6）回収結果」の「〒」を丸囲みします。 

【郵送回収分】 
 
・封筒のほとんどは郵送により届

いたものです。 
・郵送状況により追加が発生する

場合があります。 
・封筒が開封されています。 
・回答状況確認表に世帯番号のみ

付番されています。（郵便局で回
答状況確認表に登録していま
す。） 

 

【調査員回収分】 
 
・件数はほとんどありません。 
・封筒裏面に住所、氏名の記載がな

い場合や、封筒に入っていない
場合もあります。 

・封筒未開封です。 
・回答状況確認表に付番されてい

ません。（郵便局を通さないため
登録されていません。） 

 
 

調査票には住所欄はありませんが、封筒の裏面に差出人欄があります。 
住所が記入されている場合は照合に利用してください。 
※万が一、封筒表面に印字された世帯番号と中身の「調査票」下部で世帯番号が違う場合は
統計調査係にご相談ください。 
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③ 「世帯番号」「所在地」がともに不一致の場合 
  ⇒「調査票」および封筒の住所に合わせ、『調査世帯一覧』『調査区要図』の世帯番号

を修正してください。 
④ 封筒の住所に別の調査区や北区以外の住所が記載されている場合 
  ⇒誤配のおそれがあります。統計調査職員にご連絡ください。 
⑤ 『調査世帯一覧』にない世帯番号の回答があった場合 
  ⇒『調査世帯一覧』の最終行に該当の番号を追記します。 
  ※該当の部屋に別の番号が振られている場合は「・」で区切り、２世帯住居とします。 
⑥ 「世帯番号」と「所在地」が一致しているが、『調査票』の世帯主名が空欄の場合   
  ⇒『調査世帯一覧』に記載された名前を「A」と変更し、『調査票』の世帯主名に「A」

と記入します。（複数世帯の場合、世帯主以外の氏名は空欄でも問題ありません。）
世帯一覧の世帯員数を記入し、「〒」を丸囲みします。 

 
 
 
 
 
調査票の審査 
調査票の記載内容について審査します。 
 
① 世帯について（1〜4） 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

１ 「世帯員の種類」  
   原則「一般世帯」にマークします。 
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２ 「世帯員の数」 
調査票が２枚以上の場合は、世帯主が記載された調査票にのみ記載します。 

   ※合計人数についても、世帯全体の人数を１枚目の調査票に記載します。 
 ３ 「住居の種類」 
   いずれか 1 つにマークします。 
 ４ 「住宅の建て方」 
   共同住宅の場合建物全体の階数と住んでいる階数をマークします。 
   ほかの居住者の回答や閲覧台帳（P20）を参考にマークしてください。 
②世帯員全員について（5〜16） 
 未記入の場合は空欄のまま、特に追記は不要です。 
③調査員記入欄（調査票表面下部）について 
 ・市区町村コード〜世帯番号まで 
  空欄の場合は調査世帯一覧等を基に補記してください。 

・この世帯の調査票 
世帯ごとの調査票の枚数を記載します。 
※１枚しかない場合であっても「1 枚のうち１枚目」と記載 

  ２枚以上の場合は「２枚のうち１枚目」「２枚のうち２枚目」〜と記載します。 
 
 
 
調査票の書き直し 
 以下の場合は、調査票の書き直しが必要です。 
  ・調査票が破れている、汚損している。（マークシートが利用できない程度） 
  ・修正ペンや修正テープが使用されている。 
  ・修正が必要となったが、ボールペンで記載されている。 
 書き直しの際は、未使用の調査票に黒の鉛筆又はシャープペンシルで転記してくださ

い。転記元の調査票上部に「 元 」と記載してください。 
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調査票の記載の疑義確認 
 1 世帯員数が「０人」と記載された調査票があった。 
   ⇒空き家として処理します。 
   調査区要図 …世帯番号の上から「×」を記入 
   調査世帯一覧…（1）世帯番号から（7）居住状況確認まで二重線で抹消し、 

（8）備考欄に「居住者なし」と記載。 
回答状況確認表…の該当世帯番号に「×」を記入してください。 

  
 
 
 
 2 『回答状況確認表』で「ネット」に丸がついている世帯の紙の調査票がある。 

（同一世帯から重複回答） 
   ⇒ネット回答のみあったものとして処理してください。 
    紙の調査票は右上に「重複回答のため削除」と記入する。 
  
 
 3 『回答状況確認表』で「ネット」に丸がついている世帯の紙の調査票がある。 

（別世帯からの回答） 
   ⇒世帯を分離してください。（２世帯が同居する部屋に、調査員が誤って１世帯

分しか書類を配らなかった場合、１つの世帯番号を使い、ネットと郵送の両方
で２世帯分回答してくる場合があります。） 

     
≪世帯の分離≫  

   （1）「調査世帯一覧」の最後の行に１世帯分の世帯番号を追加する。 
   （2）（1）で取得した世帯番号で、紙の調査票を書き直す。 
   （3）「調査区要図」の該当部分も「・」で区切って、二世帯目の世帯番号を書き

加える。 
（4）『調査世帯一覧』の備考欄に「世帯番号●番と世帯分離」と記載します。 
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 4 １枚の調査票に、2 人の世帯員が「世帯主」をマークしている。 
   ⇒以下の手順で 2 世帯に分離してください。 
   （1）提出された調査票の上部空きスペースに鉛筆で「 元 」と記入する。 
   （2）「調査世帯一覧」の最後の行に１世帯分の世帯番号を追加する。 
   （3）新しい調査票を 2 枚用意し、それぞれを転記する。 
     （1 世帯分は元々の世帯番号を記入し、もう 1 世帯分を（2）で追加した

世帯番号で転記） 
   （4）「調査区要図」にも新たに付番した世帯番号を記載し、「・」で区切る。 
  
 
 5 無人の単位区があった場合 
  ⇒無人であっても「調査世帯一覧」の作成は必須です。（無人です。という報告と

なるため）指導員記入欄を漏れなく記入してください。 
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3 回答のない世帯の審査                
未回答の世帯については、「閲覧台帳」（住民基本台帳データ）を用いて調査票を作成します。 
調査票を作成した世帯は「調査世帯一覧」の（7）居住状況確認の「有」を丸囲いします。 
担当調査区の住所を確認し、閲覧台帳部屋（旧清水小３階）から該当住所の閲覧台帳を
確認し、記載してください。なお、閲覧台帳は PC 版が３台、紙冊子版が２冊あります。 
【注意】「閲覧台帳」は国勢調査に必要な情報を、住民基本台帳データより抜粋したも

のになります。取り扱いに十分に気を付けるとともに、審査会場外への持ち出
しや、本調査以外の利用を固く禁じます。 

●閲覧台帳のみかた 
【紙台帳】 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
【PC 版】 
 
 
 
 

 
 
マンションの部屋番号は、住所に内包（例：王子本町 66‐66‐609）されている場合
もあります。 
同一世帯の場合、世帯主を先頭にその他の世帯員が続けて表示されます。 
PC 版の場合、PC が対応していない文字の場合、「・」で表記されます。 
調査票「9 国籍」については名前から外国籍か推察して記入し、（国名）は空欄とします。 
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●調査票の補記・作成 
回答のない世帯については、以下の 5 パターンを想定しています。 
①「調査世帯一覧」に名前が記載された世帯が閲覧台帳に記載されている。 

 

②「調査世帯一覧」に名前が記載されているが、閲覧台帳に該当がない。 

 

③「調査世帯一覧」に名前が空欄だが、閲覧台帳に記載がある。 

 

④「調査世帯一覧」の名前が空欄で、閲覧台帳にも記載がない。 

 

⑤ 世帯番号を付番していない（要図では「×」）が、閲覧台帳に記載がある。 

 
 

①「調査世帯一覧」に名前が記載された世帯が閲覧台帳に記載されている。 

 

  閲覧台帳を使って調査票を作成し、調査世帯一覧に世帯主名、世帯員の数を記入し、
（7）居住状況確認（聞取等）の「有」を丸囲みする。（名前も補記する。） 
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②「調査世帯一覧」に名前が記載されているが、閲覧台帳に該当がない。 

  閲覧台帳を使用せず、以下の手順で調査票を作成し、「調査世帯一覧」の世帯員の数
を記入し、（7）居住状況確認の「有」を丸囲みする。 

 
【調査票の作成】 

   「世帯について」 
   （２世帯員の数）については総数１名とし、名前から推察して男もしくは女に 1 と

記入してください。どちらか不明な場合は男⇒女⇒男…と割り振ってください。 
   「世帯員全員について」 
    一人目の部分の名前、性別のみ記載し、他は空欄としてください。 

※調査世帯一覧に記載された表記で記載してください。 
   「事務使用欄」 
    □欄に「４」と記入してください。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

事務使用欄は「4」を記入！ 
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③「調査世帯一覧」に名前が空欄だが、閲覧台帳に記載がある。 

 閲覧台帳を使って調査票を作成し、調査世帯一覧の世帯主名、世帯員の数を記入し、 
（7）居住状況確認の「有」を丸囲みする。 
 
 
 
 
 
 
 

④「調査世帯一覧」の名前が空欄で、閲覧台帳にも記載がない。 

 要図の世帯番号に「×」を記入し、「調査世帯一覧」の（8）備考欄に「居住者なし」と
記入したうえで、（1）世帯番号から（9）世帯員の数まで二重線で抹消してください。 

 
 
 
 
 
 
⑤ 世帯番号を付番していない（要図では「×」）が、閲覧台帳に記載がある。 

調査世帯一覧、調査票ともに記載不要です。 
 
【注意】書き起こしの該当データが複数ある場合  

任意の 1 世帯のみ調査票を作成し、「調査世帯一覧」の該当の世帯番号に〇をしてくだ
さい。その後、備考欄に「●世帯」と閲覧台帳で確認できた世帯数を記入してください。   
例：世帯番号 1 つが空欄のため閲覧台帳を確認したが、4 世帯確認できた。特定の１世  

     帯のみ書き起こし、「調査世帯一覧」の世帯番号を丸囲みし、備考欄に「4 世帯」
と記入した。※世帯数は名字等より判断して記載してください。 
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4 集計                        
「調査世帯一覧」に各世帯の調査票の枚数や世帯数を記入します。 
世帯番号に〇が付いている（書き起こしの該当データが複数ある場合。P23 参照）場合、 
統計調査係で集計を行いますので、当該調査区、単位区の「調査世帯一覧」と調査票をご提
出ください。（P27 にお進みください。） 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

① 

③ 

④ 

⑤ 

② 

⑥ 
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① 調査票枚数欄には、ネット、紙回答問わず 

 1~4 人世帯「1」 と記入します。 
  5~8 人世帯「2」    
 （4 人につき調査票数は 1 となります。） 

ネット回答世帯には二重線を引きます。 
 
 
                              
 
 
② 0 人の項目は「0」と記入します。（空欄としない） 
 
 
 
③ この用紙の合計の世帯数を記入します。（例だと、世帯番号 19 まであるが、11，14

は削除されているため 17 となる。） 
 
 
④ 調査票の合計枚数は、二重線を引いた枚数（ネット回答）は計上せず、紙の調査票

枚数の合計を記入します。「 元 」と書かれた調査票（P17 参照）は除外します。 
 
 
⑤「この用紙の計」は、調査世帯一覧ごとに（最大 25 世帯分）集計します。 
 
 
 
⑥ 調査世帯一覧が２枚以上ある場合は、⑤で集計した数を調査区もしくは単位区ごと

に合計し記入します。（P24 の単位区の場合は、総世帯数が２５以下のため１枚のみ
となり、⑤の数字が転記されています。） 

 
 

世帯人数 紙 ネット ※④で計上しない 
1〜4 人 1 1 
5〜8 人 2 2 
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「単位区（調査区）仕切りシート」に調査票枚数を記入します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
① 紙の調査票（有効票）の枚数の合計を記入します。 

※「 元 」と書かれた調査票（P17 参照）など、無効となった調査票は除外します。 
② 郵送提出されたもの、追加で回収できたもの、閲覧台帳で書き起こししたものなど、 

審査開始後に追加で確認できるようになった調査票の枚数を記入します。 
③ 記入不要です。 

③ 

① 

② 
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●集計後の集約 
以下の順番で調査書類収納ファイルに格納してください。 
 ①『担当区域表』 
 ②『調査区要図』（※清書用、下書き用に並べること） 
 ③『調査世帯一覧』（※清書用、下書き用に並べること） 
 ④ 審査後の調査票（※世帯番号順に並べること） 
 ⑤『回答状況確認表』 
 ⑥「 元 」と書かれた調査票 
 ⑦ 未使用の調査票 
 ⑧ 郵送提出用封筒 

※筆記用具は返却不要です。ご自身でご活用ください。 
 
格納後、ファイルに記載された調査区番号の後ろに「 済 」と記載の上、統計調査係（3 階
執務室）にご提出ください。棚に戻さないようにご注意ください。 
 
審査は以上となります。この度はご協力いただきまして誠にありがとうございました。 
 
 
 
 
 

【令和７年度国勢調査審査の手引き】 
   令和７年 10 月発行 
   問い合わせ先：北区地域振興課統計調査係 
          北区十条仲原 4-5-17 旧清水小学校３階 
          ℡：03-3906-6222 
            03-3906-6223 


